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公認会計士等の異動に関するお知らせ 

 

当社は、2019年８月14日開催の監査役会において、下記のとおり、金融商品取引法第193条の２ 

第１項及び第２項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議し、同日の取締役

会において、2019年９月25日開催予定の第16回定時株主総会において「会計監査人選任の件」につい

て付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動の年月日 

  2019年９月25日 

 

２．就退任する公認会計士等の概要 

 （１）就任する公認会計士等の概要 

①名 称 應和監査法人 

②所 在 地 東京都千代田区九段南四丁目８番 13号 自動車会館ビル 

③業務執行社員の氏名 未定（確定次第お知らせいたします。） 

④日本公認会計士協会

の上場会社監査事務

所登録制度における

登録状況 

上場会社監査事務所名簿に登録されております。 

 

 （２）退任する公認会計士等の概要 

①名 称 EY新日本有限責任監査法人 

②所 在 地 
東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 
東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー 

③業務執行社員の氏名 飯島正貴、三島浩 

 



 

 

 

３．２（１）に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由 

   監査役会が應和監査法人を公認会計士等の候補者とした理由は、当社の公認会計士等に求めら

れる専門性、独立性、品質管理体制、当社の経営状況、事業規模に適した監査や監査費用の相当性

を総合的に勘案し、他の監査法人と比較検討した結果、同法人が適任であると判断したことにより

ます。 

 

４．退任する公認会計士等の就任年月日 

  2016年４月22日 

 

５．退任する公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等 

  該当事項はありません。 

 

６．異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 

   当社の公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人は、2019年９月25日開催予定の第16回定

時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人より、第17期は金融商品取引法第

193条の２第２項に基づく内部統制報告書監査の適用初年度であること及びそれに伴い当社の内部

管理体制の整備運用状況の強化への対応が求められること等から監査工数の減少は難しく、それに伴

い監査報酬も相応の水準になる見込みであること等の報告を受けました。そこで、当社の経営状況

や事業規模に適した監査及び監査費用の相当性等を総合的に勘案した結果、監査報酬額の負担感が

大きいと判断、公認会計士等を見直すこととし、新たに應和監査法人を公認会計士等として選任す

るものであります。 

 

７．６．の理由及び経緯に対する意見 

  （１）退任する公認会計士等の意見 

特段の意見はない旨の回答を得ております。 

  （２）監査役会の意見 

妥当であると判断しております。 

 

 

以 上 

 


